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駒ヶ根市公告 第１７２号 

一般競争入札の執行について 

 

 駒ヶ根市が発注する業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び駒ヶ根市財務規則第１０６条の規定により、次

のとおり公告します。 

 

令和７年５月２０日 

駒ヶ根市長  伊 藤 祐 三 

 

１ 入札対象業務 

（１）業 務 名  令和７年度 国土調査事業 

      東町１地区  地籍調査業務委託 

（２）業務箇所  駒ヶ根市 東町の一部（町４区東町 1地区） 

（３）業務概要  東町 1地区 地籍調査業務 

実施工程 地籍図根三角測量（Ｃ工程） 

計画区面積 0.10K㎡ 調査前計画総筆数 514筆 

実施工程 一筆地調査（Ｅ工程） 

     細部図根測量（ＦⅠ工程） 

     一筆地測量（ＦⅡ-1工程）  

（４）履行期間  契約の日から令和８年３月１３日まで 

 

２ 入札の条件 

本業務の入札は、単体企業又は共同企業体による混合入札とする。 

 

３ 入札参加資格 

入札に参加できる者は、次の（１）に掲げる条件をすべて満たしている者であって、駒ヶ根市長

が指定する日時までに、一般競争入札参加申請書及び指定する添付資料を提出し、本業務に係る入

札参加資格の確認を受け、本業務の履行能力があると認められた者とする。 

（１） 入札参加に関する条件 

① 駒ヶ根市建設コンサルタント等入札参加資格者名簿の「測量一般」に登録されている者で、 

入札公告日現在における登録が、駒ヶ根市内に本店を有する者であること。 

② 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

③ 入札公告日から入札日までの間に、駒ヶ根市から指名停止の措置を受けていない者であるこ 

と。（入札参加資格の確認を受けた後に指名停止の措置を受けた場合は、入札参加資格は取り 

消すものとする。） 

④ 駒ヶ根市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０条）第２条第２号に規定する暴力団員又 

は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平 

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、会社法（平成１７年法律第８６号） 

に基づく清算の開始または破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て
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がなされている者でないこと。 

（２）単体企業に関する要件 

  ①（１）に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 

  ②一般社団法人 日本国土調査測量協会又は長野県国土調査連絡協議会の会員であること。 

③地方公共団体発注による同種業務の元請けによる履行実績を有する者であること。 

④主任技術者（業務の責任者として、業務の管理及び統括等を行う者）として、次の資格要件を

すべて満たす者を配置できる者であること。 

（ア）測量士の資格を有する者 

（イ）地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者の資格を有する者 

（ウ）地方公共団体発注による同種業務に従事した実績を有する者 

（３）共同企業体に関する要件 

① （１）に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 

② 共同企業体の構成員は２者とする。 

③ 共同企業体の代表者の出資比率は構成員中最高であること。 

④ 代表者以外の構成員の出資比率は３０％以上とすること。 

⑤ 本入札に参加しようとする他の共同企業体の構成員でないこと。 

（４）共同企業体の代表者に関する要件 

（２）に掲げる要件と同様とする。 

（５）共同企業体の代表者以外の構成員に関する要件 

①（１）に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 

②担当技術者（主任技術者のもとで業務の管理等を行う者）として、測量士の資格を有する者を

配置できる者であること。 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続き 

本業務の入札に参加を希望する者は、下記により一般競争入札参加申請書に必要書類（以下「申

請書等」という。）を添えて提出し、本業務に係る入札参加資格の確認を受けるものとする。 

（１）提出書類 

①一般競争入札参加申請書 

②共同企業体協定書の写し（参考様式） 

③代表者の業務実績調書 

④各構成員の配置技術者調書 

⑤各構成員の配置技術者の恒常的雇用関係を証する書類の写し 

※①②③④は駒ヶ根市ホームページに掲載します。 

※⑤は健康保険証の写し等とする。 

（２）提出期間  令和７年５月２０日（火）から令和７年６月２日（月）まで 

         （土曜日、日曜日、祝祭日を除く） 

（３）提出時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（４）提出方法  持参又は郵送による。（郵送の場合は、提出期日の午後５時１５分必着とする） 

（５）提 出 先  駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 

（６）そ の 他 

①入札参加資格の確認通知は、令和７年６月４日付で申請者あてに通知する。 
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②申請書等の作成に係わる費用は、申請者の負担とする。 

③提出された申請書等は返却しない。 

④期限までに申請書等を提出しない者及び申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加するこ

とができない。 

⑤申請書の受領証が必要な場合には、申請人が準備することとする。 

 

５ 設計図書の閲覧等 

（１）閲覧方法  駒ヶ根市ホームページに掲載し公表するほか、駒ヶ根市役所総務部財政課窓口に

て縦覧に供する。 

（２）縦覧期間  令和７年５月２０日（火）から令和７年６月１０日（火）まで 

         （土曜日、日曜日、祝祭日を除く） 

（３）縦覧時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（４）現場説明  説明会は実施しない。 

（５）設計図書等の入手方法 

駒ヶ根市ホームページよりダウンロードしてください。 

 

６ 設計図書等に関する質問 

（１）受付期間  令和７年５月２０日（火）から令和７年５月２８日（水）まで 

（土曜日、日曜日、祝祭日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）提 出 先  駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 

（３）提出方法  書面により質問書を提出すること。（参考書式を駒ヶ根市ホームページに掲載し

ています。）持参又はＦＡＸ又はメール添付とする。 

（４）質問に対する回答 

①回答期間  令和７年５月２１日（水）から令和７年５月３０日（金）まで（随時） 

②回答方法  質問及び回答は駒ヶ根市ホームページに掲載し公開する。（質問者は非公開） 

 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）入札日時  令和７年６月１１日（水）午前９時２０分 

（２）入札場所  駒ヶ根市役所第２会議室（１Ｆ） 

（３）開  札  同上（入札終了後直ちに行う。） 

 

８ 入札事項 

（１）入札方法     

①入札開始後に入札会場に到着した者は入札に参加することはできない。 

②郵便等による入札は認めない。 

③代理人が入札する場合は、委任状を入札前に提出すること。 

④入札回数は２回を限度とし、２回の入札において予定価格に達しない場合は不落とする。 

⑤入札書には、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。 

⑥入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とする。 

（２）最低制限価格制度 又は 低入札価格調査制度の設定 
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最低制限価格を設定する。 

（３）落札者の決定 

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者の内、最低の価

格をもって入札した者を落札者とする。最低制限価格未満の価格をもって入札した者は失格とする。 

（４）入札保証金 

入札金額の１００分の５以上の額。ただし、駒ヶ根市長が契約を締結しないこととなるおそれが

ないと認めた者は免除する。免除の有無については、入札参加資格の確認通知書に記載する。 

（５）契約の締結 

本工事については、落札決定後５日以内に契約を締結するものとする。 

（６）契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の金銭的保証とする。 

（７）前払金の適用 

有 

（８）部分払の適用 

有 

 

９ 入札の無効 

（１）入札参加資格のない者がした入札 

（２）同一人がした２以上の入札 

（３）入札者が協定をしていた入札 

（４）入札書の金額、その他記載事項が明らかでない入札書 

（５）前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反していた入札 

 

１０ 入札の中止 

入札参加者が１者の場合は入札を中止する。 

 

１１ 異議の申し立て 

（１）入札を行った者は、入札後において、この公告、契約約款、設計図書、現場等についての不明

を理由として異議を申し立てることはできない。 

（２）入札の執行は、駒ヶ根市の都合により又は入札を公正に執行することができないと認められる

場合、入札の日時を延期し又は取りやめることがある。この場合、入札参加者は異議を申し立て

ることはできない。 

 

- 問い合わせ先 – 

駒ヶ根市 総務部 財政課 

契約財産係 

TEL 0265-83-2111（内線 254、255） 

FAX 0265-83-4348 

Mail keiyaku@city.komagane.lg.jp 

 


